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シ阜鬱

祖，仄鬱
当監査法人は、 独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第39条の規定に基づき、 国立研究開発法人土木研究所

の令和5年4月1日から令和6年 3 月 31 日までの第 23 期事業年度の財務諸表（利益の処分に関する書類（案）を除

く。 以下同じ。）、 すなわち、 貸借対照表、 行政コスト計箕害、 損益計算書、 純賓産変動計算書、 キャッシュ ・ フロ ー計

箕害、 貨要な会計方針、 その他の注記及び附屈明細密（関連公益法人等の計箕杏類及び事業報告害等に基づき記載して

いる部分を除く。）について監査を行った。

当監査法人は、 上記の財務諸表が、 我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠し

て、 国立研究開発法人土木研究所の令和 6 年 3 月 31 日現在の財 政状態並びに同日をも って終了する事業年度の運営状

況及びキャッシュ ・ フロ ーの状況を、 全ての垂要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、 我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の監査の基準に準拠して監査を行った。 独

立行政法人の監壼の基準における当監査法人の責任は、 「財務諸表監査における会計監査人の衰任」に記載されている。

当監査法人は、 我が国における職業倫理に関する規定に従って、 国立研究開発法人から独立しており、 また、 会計監査

人としてのその他の 倫理上の貰任を果たしている。 当監査法人は、 意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入

手したと判断している。 この基礎には、 当監査法人が監査を実施した範囲においては、 財務諸表に重要な虚偽表示をも

たらす国立研究開発法人の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為の存在は認められな

か ったとの事実を含んでいる。 なお、 当監査法人が実施した監査は、 財務諸表の重要な虚偽表示の要因とならない国立

研究開発法人の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為の有無について意見を述べるもの

ではない。

その他の記載内容

その他の記載内容は、 附属明細害（関連公益法人等の計算書類及び事業報告密等に基づき記載している部分）及び事

業報告書（会計に関する部分を除く。）である。 国立研究開発法人の長の責任は、 その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。 また、 監事の責任は、 その他の記載内容の 報告プロセスの整備及び運用における国立研究開発法人の役員

（監事を除く。）の職務の執行を監視することにある。






